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編集後記  

早いもので、2013 年もあと僅かとなりました。皆様におかれまして

は、どんな 1 年だったでしょうか。そんな振り返りをするこの時期

ではありますが、私共Ｈａｒｍｏｎｙは、この年末のさなかに事務

所移転を決行することとなりました。 

思えば、平成 16 年の暮れ、この伊藤ビル 1 階に事務所をかまえてか

ら 9 年の月日が経ちました。すっかり慣れ親しんだ堤通雨宮町を離

れるのは、一抹の寂しさがありますが、心機一転、お客様へより良

いサービスをご提供する為、1 月からは、上杉 2 丁目で営業致しま

す。新事務所は、地下鉄北四番丁駅から歩いて 5 分、近隣には数か

所のコインパーキングがあり、グッとアクセスがよくなりますので、

どうぞお気軽にお立ち寄りください。 

新天地でも変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

  
 

 

悪質運転に対する厳罰化法が成立  

飲酒や薬物摂取、特定の病気等の影響により交通事故を起こした

場合の罰則を強化（最高刑：懲役 15 年）した「自動車運転死傷行

為処罰法」が参院本会議で可決、成立しました。法務省は、特定の

病気として「てんかん」や「統合失調症」などを政令で定め、来年

５月までに施行する予定です。また新法では、飲酒運転の発覚を

免れるために逃走した場合も最高で 12 年の懲役とされています。 

「宮城ではたらく伊達女」宮城県公式ホームページ掲載 

ホームページでは取材の紹介をしておりましたが、今年３月に宮城

県の取材を受けた上記 HP でＨａｒｍｏｎｙが掲載されました。 

信頼され愛される 5 人の女性社会保険労務士 
http://www.pref.miyagi.jp/site/kyousha/dateonna06.html 
改めて記事を読むと、少々気恥ずかしさもありますが、一つの記録

としても、自分たちの思いを確認する意味でも、貴重な機会を頂い

たと思っています。お世話になった皆様、本当にありがとうござい

ました。年末に公開となり、1 年を振り返りつつ、来年からは新し

い事務所でもっともっと頑張らねば、と決意も新たにしています。
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事務所移転のお知らせ 

別途ご案内の通り、1月 6日より下記の住所・連絡先にて

業務を行います。ご面倒をおかけいたしますが登録変更

をお願い致します。 

〒９８０-００１１仙台市青葉区上杉２丁目３-３８クラッセ上杉ビル４階 

TEL０２２-７９６-９２３１FAX０２２-７９６-９２３２ 

※なお、別途案内の通り、事務所移転のため12月26日および27日は休業い

たします。お急ぎの場合は携帯電話等へご一報ください。 

 
年末年始休業のお知らせ 

2013 年 12 月 28 日（土）～2014 年 1 月 5日（日）まで、

年末年始休業とさせていただきます。 

休業中のお問い合わせにつきましては、大変恐れ入りま

すが、2014 年 1 月 6日(月)以降に対応させていただきま

す。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致し

ます。 

「付加年金」約 22 万人分の誤処理が発覚 
日本年金機構は、追加の保険料を支払うことにより将来受給

する国民年金額が上積みされる「付加年金*」に関して、社会

保険庁の業務を引き継いだ年金機構が 11 月 26 日に厚生労働

省の年金記録問題特別委員会で旧社会保険庁時代から合わせ

て約21万8,000人分の事務処理を誤ったとみられることを厚

生労働省に報告しました。 

*付加年金 

付加年金は、国民年金の保険料に追加して月 400 円を払うと、支払

い月数に 200 円を掛けた額が年金に上乗せされる仕組み。２０１１

年度末時点で、約８７万人が付加保険料を払っている。 

 

付加保険料の支払期限は翌月末で、それまでに払われない場

合は脱退とみなされるのがルールのため、期限後に払われて

も、受け取らずに返さなければならないところ、これが徹底

されず、一部の年金事務所で０８年から１１年夏まで、期限

後でも有効と扱っていたということです。 

解決策について、厚労省は「支払いが遅れた月の翌月分まで

は脱退扱いとせざるを得ない」として、その間の付加保険料

を本人に返す方針を提示しました。しかし特別委から、法改

正をして有効な支払いと認めるよう求められ、引き続き対応

を検討することになりました。 

〔関連リンク〕付加年金（日本年金機構） 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3248 

年金の問題は保険料を返せばよいというものではありません。報道されていませ

んが慎重にその後を見守りたいと思います。（門田） 

面接官が見られています～面接で就職辞退も?! 
人材を採用する際、「採用面接」を実施しない企業はほとんどな
いでしょう。面接を担当する人（面接官）は、「こんな質問をし
て、自社に必要な人材かどうかを見極めよう」「自社にふさわし
い人材であるか、応募者の態度をじっくり観察しよう」と考えて
いることでしょうが、実はその面接官自身も応募者からじっくり
と観察されているのです。 
 
◆採用コンサル会社の調査結果 

人材採用コンサルティング会社の株式会社ジョブウェブで
は、今年４～５月に 2014 年度卒の学生を対象に「2014 年度卒
学生・就職活動振り返り調査」（349 名が回答）を実施しまし
た。この調査で「面接で志望度に影響すること」について尋
ねたところ、「かなり影響した」項目の上位５つは下記の結果
となりました。 
（１）「面接官の態度・話を聞く姿勢」（67.3%） 
（２）「面接で自分自身の素が出せたかどうか」（47.6%） 
（３）「面接官の話の促し方」（46.1%） 
（４）「学生からの質問に対する面接官の受け答え」（45.6%）
（５）「面接官の人選」（42.1％） 

◆重要なのは「面接官の育成」 
上記の結果からおわかりの通り、応募者の志望度に最も影響
するのは「面接官の態度・話を聞く姿勢」だということです。
採用側が複数回の面接を実施し、時間をかけて応募者の態
度・姿勢をじっくり観察して採用を決定したとしても、応募
者から見た面接官の態度・姿勢（応募者に与えるイメージ）
が良くなければ、採用を辞退されることもあり得るのです。
面接官が与えるイメージは、応募者にとっては「会社のイメ
ージ」そのものとなります。自社に必要な人材を採用するた
めには、まずは「面接官としてふさわしい人材」を育成する
ことが重要なのではないでしょうか。 

      

 

  

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


